
 

 

 

議案第２８号 

   大網白里市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 大網白里市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成３０年２月２０日提出    

                 大網白里市長  金 坂  昌 典   

 

   大網白里市介護保険条例の一部を改正する条例 

 大網白里市介護保険条例（平成１２年条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「３０，６０

０円」を「３１，８００円」に改め、同項第２号中「３９，７８０円」を「４

１，３４０円」に改め、同項第３号中「４５，９００円」を「４７，７００円」

に改め、同項第４号中「５５，０８０円」を「５７，２４０円」に改め、同項

第５号中「６１，２００円」を「６３，６００円」に改め、同項第６号中「７

３，４４０円」を「７６，３２０円」に改め、同号ア中「合計所得金額（」の

次に「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た

額とする。」を加え、同項第７号中「７９，５６０円」を「８２，６８０円」

に改め、同号ア中「１９０万円」を「２００万円」に改め、同項第８号中「９

１，８００円」を「９５，４００円」に改め、同号ア中「２９０万円」を「３

００万円」に改め、同項第９号中「９７，９２０円」を「１０１，７６０円」

に改め、同項第１０号中「１０４，０４０円」を「１０８，１２０円」に改め、

同項第１１号中「１１０，１６０円」を「１１４，４８０円」に改め、同項第

１２号中「１１６，２８０円」を「１２０，８４０円」に改め、同条第２項中

「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

で」に、「２７，５４０円」を「２８，６２０円」に改める。 

 第１２条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 



 

 

 

附則第７条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の大網白里市介護保険条例第２条の規定は、平

成３０年度分の保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 

 


